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3-8 社会貢献 

 

 Ｂ群・研究成果の社会への還元状況 

 

 本研究科は産業社会に働く社会人を対象に、高度専門職業人養成の大学院教育の門戸開放をしてい

る。社会人が学習しやすいように、平日は７時限（21時40分終了）、土曜日は５時限まで開講している。

一方では、定期的に公認会計士協会、金融庁、産業界等を招いて、学外者も対象として「会計サミッ

ト」も開催し、外国の著名な研究者や諸団体のトップを招いた講演やパネルディスカッションを開催

して社会に貢献している。 

 この社会貢献は本研究科の重要な職能の１つであると位置づけて、今後も推進していく方針である。 

 

 

3-9 学生生活への配慮 

 

 Ａ群・奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

 Ａ群・学生の進路選択に関わる指導の適切性 

 

 本学共通の奨学金として、青山学院万代奨学金（貸与）及び青山学院大学大学院給付奨学金（給付）

とがある。 

 経済的側面以外では、６階と７階に個別面談室を備えて学生が教員に相談しやすい環境作りをして

いるだけでなく、オフィスアワーの設定、自習室（机140卓）、就職委員会による就職支援など多方面

から学生生活の支援をしている。 

 

 

3-10 管理運営 

 

 Ａ群・大学院研究科の教学上の管理運営組織の活動の適切性 

 Ｂ群・大学院の審議機関（大学院研究科委員会など）と学部教授会との間の相互関係の適切性 

 Ｂ群・大学院の審議機関（同上）の長の選任手続の適切性 

 

 本研究科においても研究科長は、事実上の教学の意思決定協議機関である学部長会（兼研究科長会）

のメンバーである。 

① 研究科長 

  研究科長の選任は、当該研究科教授会構成員の中から選挙により候補者を選出して、理事会が決

定することとしている。ただし、2005年度は開設初年度のため、学長の推薦に基づき理事会が決定

した研究科長が選任されている。 
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② 研究科教授会 

  専任教員をもって構成される。特任教員（みなし専任）は構成員とならないが、カリキュラムの

改編や成績等の原案作成を行う教務委員会の構成員にはなっている。とくに教務委員会はカリキュ

ラム開発や教材作成も担うため、専任教員に限らず必要に応じて兼担、兼任教員の参画も予定して

いる。このほか、特任教員はFD委員会、自己点検・評価委員会及び入試検討委員会等の構成員とな

ることができる。 

  なお、研究科教授会は原則として月２回開催する。審議事項については「専門職大学院学則」第

56条に規定している。 

③ 各種委員会 

  教務委員会、論文審査委員会、FD委員会、FD委員会の下部組織としての教材開発作業部会、自己

点検・評価委員会、入試委員会、エクスターンシップ運営委員会、就職委員会、図書委員会などが

ある。委員会の決定は教授会の審議によって有効となる。 

 

 

3-11 事務組織 

 

 Ｂ群・大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

 Ｂ群・大学院に関わる予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性 

 Ｂ群・大学院運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況 

 Ｃ群・大学院の教育研究を支える独立の事務局体制の整備状況 

 

 専門職大学院の教学、運営面をサポートするために、専門職大学院事務室が設置されている。専門

職大学院事務室では、本研究科の他にも国際マネジメント研究科、法務研究科の一般事務を行ってい

る。専門職大学院事務室は、専任職員、事務嘱託、派遣職員、パートタイム職員で構成されており、

専門職大学院の独立、独自性に即した事務組織を有している。本研究棟の１階事務室には専門職大学

院事務室とは別に、派遣職員、パートタイム職員が詰めており、教員サポート、授業準備や教材作成

に携わっている。 

 

 

3-12 自己点検・評価 

 

 Ａ群・自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性 

 Ａ群・自己点検・評価の結果を基礎に、将来の発展に向けた改善・改革を行うための制度システム

の内容とその活動上の有効性 

 Ｂ群・自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性 

 

① 第三者評価 

  本研究科は将来、大学基準協会による大学全体の認証評価とは別に、会計大学院協会が進めてい




